
2010年NPT再検討会議で合意した行動勧告

2010年NPT再検討会議は、2009年４月のオバマ大統領のプラハ演説を
契機とする核軍縮に向けた機運の高まりの中で開催された。その結果、会議
では64項目の行動計画を含む最終文書が採択された。行動計画には､NPT文
書として初めて、核兵器使用がもたらす人道上の壊滅的被害、および核兵器
禁止条約への言及があった。

❖2010年NPT再検討会議最終文書第1巻
第1部 結論ならびに今後の行動に向けた勧告（抜粋）❖

Ⅰ.核軍縮
　会議は、本条約第6条ならびに1995年の「核不拡散と核軍縮に向けた原則と目標」決定第3及び
4（c）項の完全で、効果的、かつ速やかな履行を目指し、2000年再検討会議の最終文書で合意された
実際的措置を基礎として、核兵器の完全廃棄への具体的措置を含む核軍縮に関する以下の行動計画
に合意する。

A.原則と目的
i.  会議は、条約の目的にしたがい、すべてにとって安全な世界を追求し、核兵器のない世界の平和

と安全を達成することを決意する。
ii.  会議は、すべての加盟国が第6条の下で誓約している核軍縮につながるよう、保有核兵器の完全

廃棄を達成するという核兵器国の明確な約束を再確認する。
iii.  会議は、2000年NPT再検討会議の最終文書で合意された実際的措置が引き続き有効であるこ

とを再確認する。
iv.  会議は、核兵器国による核軍縮につながる重要措置が、国際の安定、平和、安全を促進し、また、

すべてにとって強化され、減じない安全という原則に基づくべきであることを再確認する。
v.  会議は、核兵器のいかなる使用も壊滅的な人道的結果をもたらすことに深い懸念を表明し、すべ

ての加盟国がいかなる時も、国際人道法を含め、適用可能な国際法を遵守する必要性を再確認する。
vi.  会議は、NPTの普遍性の死活的重要性を確認するとともに、条約の非加盟国に対し、即時かつ無

条件に非核兵器国として条約に加盟し、すべての核兵器の完全廃棄を達成することを誓約する
よう求める。また、加盟国に対し条約の普遍的加盟を促進し、条約の普遍化の見通しに否定的影
響を与えうるいかなる行動もとらないよう求める。

会議は以下を決定する。
* 行動1:すべての加盟国は、NPT及び核兵器のない世界という目的に完全に合致した政策を追求す
ることを誓約する。

* 行動2:すべての加盟国は、条約義務の履行に関して、不可逆性、検証可能性、透明性の原則を適用す
ることを誓約する。

B.核兵器の軍縮
i.  会議は、国際の安定、平和、安全を促進する形で、また、すべてにとって安全が減じず、強化される

という原則に基づき、核兵器国が2000年NPT再検討会議の最終文書で合意された核軍縮につ
ながる措置を履行することが早急に必要であることを再確認する。

ii.  会議は、核兵器国があらゆる種類の核兵器を削減、廃棄する必要性を強調するとともに、とりわ
け最大の核保有国に対し、これに関する努力を率先して行うよう奨励する。

iii.  会議は、具体的な軍縮努力の実行をすべての核兵器国に求める。また会議は、核兵器のない世界
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を実現、維持する上で必要な枠組みを確立すべく、すべての加盟国が特別な努力を払うことの必
要性を強調する。会議は、国連事務総長による核軍縮のための5項目提案、とりわけ同提案が強
固な検証システムに裏打ちされた、核兵器禁止条約についての交渉、あるいは相互に補強しあう
別々の条約の枠組みに関する合意、の検討を提案したことに留意する。

iv.  会議は、核兵器国が核兵器の開発及び質的改良を抑制すること及び、高性能新型核兵器の開発を
終了させることに対し、非核兵器国が抱く正統な関心を認識する。

会議は以下を決定する。
* 行動3:保有核兵器の完全廃棄を達成するとの核兵器国による明確な約束の履行において、核兵器
国は、一方的、二国間、地域的、また多国間の措置を通じ、配備・非配備を含むあらゆる種類の核兵器
を削減し、究極的に廃棄するため、いっそうの努力を行うことを誓約する。

* 行動4:ロシア連邦及びアメリカ合衆国は、戦略兵器削減条約の早期発効ならびに完全履行を追求
することを誓約する。両国は、保有核兵器のいっそうの削減を達成するための爾後の措置について
議論を継続するよう奨励される。

* 行動5:核兵器国は、国際の安定と平和や、減じられることなく強化された安全を促進する形で、
2000年NPT再検討会議の最終文書に盛り込まれた核軍縮につながる措置について、確固たる前
進を加速させることを誓約する。この実現に向け、核兵器国はとりわけ以下をめざし速やかに取り
組むことが求められる。

a.行動3で確認されたように、あらゆる種類の核兵器の世界的備蓄の総体的削減に速やかに向かう。
b. 全面的な核軍縮プロセスの不可欠な一部として、種類や場所を問わずあらゆる核兵器の問題に対

処する。
c. あらゆる軍事及び安全保障上の概念、ドクトリン、政策における核兵器の役割と重要性をいっそ

う低減させる。
d. 核兵器の使用を防止し、究極的にその廃棄につながり、核戦争の危険を低下させ、核兵器の不拡散

と軍縮に貢献しうる政策を検討する。
e. 国際の安定と安全を促進するような形で、核兵器システムの作戦態勢をいっそう緩和することに

対する非核兵器国の正統な関心を考慮する。
f. 核兵器の偶発的使用の危険性を低下させる。
g.透明性をいっそう高め、相互の信頼を向上させる。
　核兵器国は、上記の履行状況について、2014年の準備委員会に報告するよう求められる。2015
年の再検討会議は、第6条の完全履行に向けた次なる措置を検討する。
*行動6:すべての加盟国は、ジュネーブ軍縮会議が、合意された包括的かつバランスのとれた作業計
画の文脈において核軍縮を扱う下部機関を、即時に設置すべきであることに合意する。

C.安全の保証
i.  会議は、核兵器の完全廃棄が核兵器の使用あるいは使用の威嚇を防止する唯一の保証であること

を再確認し認識するとともに、核不拡散体制を強化しうる、明確かつ法的拘束力のある安全の保
証を核兵器国から供与されることに対する非核兵器国の正統な関心を再確認し認識する。

ii.  会議は、NPT加盟国である非核兵器国に対し、核兵器の使用や使用の威嚇を行わないという条件
付あるいは無条件の安全の保証を供与するという、核兵器国による一方的宣言に留意するとした
国連安保理決議984（1995）を想起する。また、非核兵器地帯においては安全の保証が条約に基
づいて供与されることを認識し、各非核兵器地帯のために設定された関連議定書を想起する。

NPTの枠内における諸努力を毀損することなく、会議は以下を決定する。
* 行動7:すべての加盟国は、合意された包括的かつバランスのとれた作業計画の文脈において、ジュ
ネーブ軍縮会議（CD）が核兵器の使用あるいは使用の威嚇から非核兵器国の安全を保証するため
の効果的な国際取極めに関する協議を即時開始すべきであることに合意する。また、制限を排し、
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法的拘束力のある国際条約を除外することなく、この問題のあらゆる側面を扱う勧告をより良い
ものにすることをめざした実質的な議論を行うことに合意する。再検討会議は、国連事務総長に対
しCDの作業を支援するためのハイレベル会議を2010年9月に開催するよう求める。

* 行動8:すべての核兵器国は、安全の保証に関する既存の誓約を完全に尊重することを誓約する。条
約加盟国である非核兵器国に安全の保証を供与していない核兵器国は、そうした行動をとるよう
奨励される。

* 行動9:地域の関係諸国間の自由意志で合意された取極めに基づき、また、国連軍縮委員会の1999
年指針にしたがい、適切な地域に非核兵器地帯を追加して設立することが奨励される。すべての関
連国は、非核兵器地帯条約ならびに関連議定書を批准するよう、また消極的安全保証を含む、すべ
ての非核兵器地帯条約における法的拘束力のある関連議定書の発効に向けて系統的に協議し、協
力するよう奨励される。関係国は、関連するいかなる留保をも見直すことが奨励される。

D.核実験
i.  会議は、すべての核爆発実験ならびに他の核爆発の中止が、核兵器の開発と質的改良を抑制し、高

性能新型核兵器の開発を終了させることにより、あらゆる側面において核軍縮と不拡散の有効な
措置となることを認識する。

ii.  会議は、国際的な核軍縮・不拡散体制の中心要素である包括的核実験禁止条約（CTBT）の早期発
効の死活的重要性を再確認するとともに、CTBTの発効までの間、それぞれの核爆発実験モラト
リアムを堅持するという核兵器国の決定を再確認する。

会議は以下を決定する。
* 行動10:すべての核兵器国は、核兵器国による肯定的な決定がCTBTの批准に向けた有益な効果を
生むであろうこと、また、核兵器国が付属文書2の国家、とりわけNPTに参加しておらず、保障措置
下にない核施設の運用を継続している国家の署名と批准を奨励するという特別の責任を有するこ
とに留意しつつ、CTBTを批准することを約束する。

* 行動11:CTBTの発効までの間、すべての加盟国は、核爆発実験あるいは他の核爆発、核兵器に関す
る新技術の利用及びCTBTの目標と目的を損ういかなる行動をも慎むことを誓約する。また、核兵
器爆発実験に関するすべての既存のモラトリアムは継続されるべきである。

* 行動12:すべてのCTBT批准国は、CTBT発効促進会議ならびに2009年9月の同会議で全会一致
で採択された措置の貢献を認識するとともに、CTBT早期発効への進展を2011年の会議において
報告することを誓約する。

* 行動13:すべてのCTBT批准国は、国家、地域、世界レベルでCTBTの発効ならびに履行を促進する
ことを約束する。

*行動14:包括的核実験禁止条約機関（CTBTO）準備委員会は、同委員会の任務にしたがい、国際監
視システム（IMS）の早期完成及び暫定運用を含め、CTBT検証体制を完全に確立することが奨励さ
れる。CTBTO準備委員会は、条約発効の暁には、効果的で信頼性があり、直接参加的で、差別的でない、
世界を網羅した検証組織として機能し、CTBT遵守の確保主体となるべきである。

E.核分裂性物質
i.  会議は、核兵器あるいは他の核爆発装置のための核分裂性物質の生産を禁止する、差別的でなく、

多国間の、国際的かつ効果的に検証可能な条約を交渉し、妥結することが早急に必要であること
を再確認する。

会議は以下を決定する。
* 行動15:すべての加盟国は、合意された、包括的かつバランスのとれた作業計画の文脈において、
1995年の専門コーディネーターの声明とそこに含まれる任務にしたがい、核兵器用及びその他
の核爆発装置用の核分裂性物質の生産を禁止する条約の交渉をCDが即時に開始すべきであるこ
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とに合意する。また、これに関して、再検討会議は、CDの作業を支援するためのハイレベル会議を
2010年9月に開催するよう国連事務総長に求める。

* 行動16:核兵器国は、軍事的にもはや不要と各国が判断したすべての核分裂性物質について、国際
原子力機関（IAEA）に適宜申告することを誓約するよう奨励される。また、これら物質が恒久的に
軍事計画の外に置かれることを確保すべく、可能な限り早期に、当該物質をIAEAあるいは他の関
連する国際検証及び平和目的への転換取極めの下に置くことが奨励される。

* 行動17:行動16の文脈の中で、すべての加盟国は、それぞれの核兵器国で軍事的にもはや不要と
判断された核分裂性物質の不可逆的廃棄を確保するべく、IAEAの文脈において、適切かつ法的拘
束力のある検証取極めの開発を援助するよう奨励される。

* 行動18:核兵器あるいは他の核爆発装置に使用される核分裂性物質の生産施設の解体あるいは平
和利用への転換に向けたプロセスを開始していないすべての国家は、そのような行動を取るよう
奨励される。

F.核軍縮を支える他の措置
i.会議は、核軍縮ならびに核兵器のない世界の平和と安全の達成には、公開と協調が不可欠である

ことを認識し、透明性向上と効果的な検証を通じた信頼を強化することの重要性を強調する。

会議は以下を決定する。
* 行動19:すべての加盟国は、信頼の増進、透明性の向上、核軍縮に関する効果的な検証能力の開発
をめざした各国政府、国連、他の国際及び地域機構、そして市民社会による協力関係を支援してゆ
くことの重要性について合意する。

* 行動20:加盟国は、強化された条約再検討プロセスの枠組みにおいて、本行動計画ならびに第6条、
1995年の決定「核不拡散と核軍縮のための原則と目標」の4（c）項及び2000年再検討会議の最終
文書で合意された実際的措置の履行について、1996年7月8日の国際司法裁判所（ICJ）の勧告的
意見を想起しつつ、定期報告を提出しなければならない。

* 行動21:すべての核兵器国は、信頼醸成措置として、報告の標準様式について可能な限り早期に合
意するとともに、国家安全保障を損なわずに、標準化された情報を自発的に提供するという目的に
おいて、適切な報告提出の間隔を決定することが奨励される。国連事務総長は、核兵器国から提供
される情報を含め、公衆からアクセス可能な情報集積サイトを確保するよう求められる。

* 行動22:すべての加盟国は、核兵器のない世界の実現を支持し、条約の目標を前進させるために、
軍縮・不拡散教育に関する国連の研究に関する国連事務総長報告（A/57/124）に盛り込まれた勧
告を履行することが奨励される。

II.核不拡散
　会議は、「核不拡散と核軍縮のための原則と目標」と題された1995年の再検討・延長会議の決定
を想起し、再確認する。会議は、同原則の第1節ならびに条約第3条に関連する要素、とりわけ9-13
節及び17-19節、そして第7条に関連した部分、とりわけ5-7節に留意する。
　会議は、1995年会議で採択された中東に関する決議を想起し、再確認する。会議は、2000年
NPT再検討会議の成果についても想起し、再確認する。
* 行動23:会議は、条約の普遍的支持の促進に向けたあらゆる努力を払い、条約の普遍化の見通しに
否定的影響を与えうるいかなる行動も慎むよう、すべての加盟国に求める。

* 行動24:会議は、第3条の規定にしたがい、加盟国のすべての平和的核活動におけるあらゆる原料
物質または特殊核分裂性物質にIAEA包括的保障措置を適用するよう求めた過去の再検討会議の
決定を支持する。

* 行動25:会議は、18の条約加盟国が包括的保障措置協定を未だ発効させていないことに留意し、
可能な限り早期に、さらなる遅滞なく、そうした行動を取るよう当該諸国に強く求める。

* 行動26:会議は、条約の一体性や保障措置システムの権威を堅持するべく、あらゆる遵守問題に対

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

9292

第
２
章
◉
核
軍
縮
・
不
拡
散
：
国
連
な
ど
多
国
間
協
議



応し、不拡散義務を遵守することの重要性を強調する。
* 行動27:会議は、IAEA憲章や各加盟国の法的義務に完全に合致した形で、保障措置義務に関する
すべての不遵守問題を解決することの重要性を強調する。これに関して、会議は、IAEAとの協力を
拡大するよう加盟国に求める。

* 行動28:会議は、追加議定書を未だ締結、発効させていないすべての国家に対し、可能な限り早期
にそうした行動を取るよう、また、発効までの間、追加議定書を暫定的に履行するよう奨励する。

* 行動29:会議は、IAEAに対し、包括的保障措置協定及び追加議定書の締結と発効を促進し、加盟国
を支援することを奨励する。会議は、加盟国に対し、包括的保障措置協定の普遍性を促進しうる具
体的措置についての検討を求める。

* 行動30:会議は、IAEAの諸資源確保の可能性を考慮しつつ、自発的申し出に基づく関連保障措置
協定の下、可能な限りもっとも経済的かつ実際的な方法で、核兵器国の平和的核施設への保障措置
の適用拡大を求める。また、核兵器の完全廃棄が達成された際には、包括的保障措置及び追加議定
書が普遍的に適用されるべきことを強調する。

* 行動31:会議は、少量議定書を修正あるいは破棄していないすべての加盟国に対し、適宜、可能な
限り早期に、そのような行動を取るよう奨励する。

* 行動32:会議は、IAEA保障措置は定期的に検討、評価されるべきであると勧告する。IAEA保障措
置のさらなる有効性強化と能力向上を目的としてIAEAの政策機関が採択した決定は支持され、履
行されるべきである。

* 行動33:会議は、すべての加盟国に対し、IAEAが条約第3条の求める保障措置適用の責務を効果的
に果たせるよう、同機関に対するあらゆる政治的、技術的、財政的支援を確実に継続することを求める。

* 行動34:会議は、IAEA憲章の枠組みの中で、加盟国間やIAEAとの協力を通じ、高度な保障措置に
向けた、強力で、柔軟性と適応性があり、対費用効果の高い国際技術基盤の開発をいっそう進める
よう、すべての加盟国に奨励する。

* 行動35:会議は、すべての加盟国に対し、自国の核関連輸出を、直接的にも間接的にも核兵器ある
いは他の核爆発装置の開発を支援しておらず、また、当該輸出が条約第1、2、3条及び1995年再検討・
延長会議で採択された決定「核不拡散と軍縮に関する原則と目標」に特に明記された条約の目標と
目的に完全に合致したものとするよう強く求める。

* 行動36:会議は、加盟国に対し、自国の国家的輸出管理を確立させる上で、多国間で交渉され、合意
された指針や了解事項を活用することを奨励する。

* 行動37:会議は、加盟国に対し、核輸出に関する決定を行う際には、受領国がIAEAの保障措置義務
を履行しているか否かを考慮するよう奨励する。

* 行動38:会議は、すべての加盟国に対し、条約の目的を履行すべく行動するなかで、平和目的の核物質、
装置、技術情報に対する完全なアクセスという、すべての国家、とりわけ発展途上国の正統な権利
を守るよう求める。

* 行動39:加盟国は、条約第1条、2条、3条、4条にしたがい、核技術及び物質の移転ならびに加盟国
間の国際協力を促進するよう奨励される。また、これに関して、条約と相反するいかなる不当な制
限をも排除することが奨励される。

* 行動40:会議は、すべての加盟国に対し、核物質や施設の保安や物理的防護について、可能な限り
最も高い水準を維持することを奨励する。

* 行動41:会議は、すべての加盟国に対し、核物質及び核施設の物理的防護に関するIAEA勧告
（INFCIR/225/Rev.4（Corrected））ならびに他の関連国際条約を、可能な限り早期に適用するよ
う奨励する。

* 行動42:会議は、核物質防護条約の全加盟国に対し、同条約の改正を可能な限り早期に批准するよ
う要請するとともに、発効までの間、改正の目標と目的に合致した行動をとるよう奨励する。

* 行動43:会議は、すべての加盟国に対し、2004年のIAEA理事会で採択された改正「放射線源の安
全とセキュリティに関するIAEA行動規範」ならびに「放射線源の輸出入ガイダンス」の原則を履行
するよう強く求める。

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

9393

第
２
章
◉
核
軍
縮
・
不
拡
散
：
国
連
な
ど
多
国
間
協
議



* 行動44:会議は、すべての加盟国に対し、関連する国際法上の義務に合致した形で、自国領土全域
における核物質の違法取引を探知し、抑止し、阻止するための能力を育成することを求める。また、
このことにおける国際的な連携や能力育成の強化に取り組むべき立場にある国々が、それらに取
り組むことを求める。会議はまた、加盟国に対し、関連国際法の義務に合致した形で、核兵器の拡散
防止に向けた効果的な国内管理を確立するよう求める。

* 行動45:会議は、「核によるテロリズム行為等の防止に関する国際条約」に未だ加盟していないす
べての加盟国が、可能な限り早期に同条約に加盟するよう奨励する。

* 行動46:会議は、IAEAに対し、核物質の計量及び管理にかかる国内システム、または地域レベルの
システムについて、それらの確立や維持を含めた核物質の国内法制による管理強化の面で加盟国
に継続的な支援を行うよう奨励する。

III.原子力の平和利用
　会議は、NPTが、核エネルギーの平和利用を可能にする信頼と協力の枠組みをもたらすことによっ
て、平和利用の発展を促進していることを再確認する。会議は、すべての加盟国に対し、条約の全条
項に合致する形で行動し、以下を行うよう求める。

* 行動47:核エネルギーの平和利用や燃料サイクル政策に関する各国の政策や国際協力合意及び取
極めを侵害することなく、核エネルギーの平和利用の分野における各国の選択や決定を尊重する。

* 行動48:核エネルギーの平和利用に向けた機器、物質、科学的・技術的情報の最大限の交換を促進し、
それに参加する加盟国の権利を再確認することを約束する。

* 行動49:世界の発展途上地域の需要を考慮し、平和目的の核エネルギーのさらなる開発に向けて
他の加盟国や国際機関と協力する。

*行動50:発展途上国の需要を特に考慮しつつ、条約加盟国である非核兵器国を優先的に扱う。
* 行動51:条約第1条、2条、3条、4条に従い、核技術の移転や加盟国間での国際協力を促進するとと
もに、これに関して条約に相反するいかなる制約も排除する。

* 行動52:IAEA内部における、同機関の技術協力計画の有用性や効率を向上させるための努力を継
続する。

* 行動53:核エネルギーの平和利用に関して発展途上の加盟国を支援するというIAEAの技術協力
計画を強化する。

* 行動54:技術協力活動へのIAEAの諸資源を十分に確保し、不確定要因の除去を確実にするための
あらゆる努力を払い、具体的な措置をとる。

* 行動55:IAEAの活動の支援として各国あるいは国家グループが既に誓約した拠出を歓迎しつつ、
それをなすべき立場にあるすべての加盟国に対し、今後5年間にIAEA活動への予算外拠出として
1億ドルを調達するイニシャチブに対する追加拠出を奨励する。

* 行動56:核エネルギー平和利用の発展に不可欠な特殊技能を有する労働力を訓練するための国内、
二国間、国際努力を奨励する。

* 行動57:原子力発電を含む核エネルギーの開発にあたっては、核エネルギーの使用は、国内法及び
各国の国際的義務にしたがい、保障措置ならびに適切かつ有効な水準の安全と保安に対する誓約と、
それらの履行の継続が伴うものでなければならないことを確認する。

（以下略）

出典:国連軍縮局HP
https://undocs.org/NPT/CONF.2010/50(Vol.I)
アクセス日：2021年4月13日
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